
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年４月２４日 ０６時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市田ノ浜漁港南西方沖 

 上県
かみあがた

灯台から真方位２５６°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３３.８′ 東経１２９°１６.８′） 

事故の概要 遊漁船妙法
みょうほう

丸は、北進中、また、漁船明日香
あ す か

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年４月２５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  遊漁船 妙法丸、５.９トン 

     ２９０－５２４９１長崎、個人所有 

Ｂ  漁船  明日香丸、０.５トン 

      ＮＳ３－８９２４２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ  左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ  左舷船尾部舷縁に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  東、風力  １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、船長Ａが天

窓から上半身を出し、目視による見張りを行いながら手動操舵により

北進していたところ、天窓の縁に置いていた携帯電話を操舵室に落と

した。 

船長Ａは、周囲を見渡したところ、他船を見掛けなかったので、前

路に他船がいないものと思い、操舵室内で携帯電話を探していたとこ

ろ、衝突音が聞こえたので主機を中立にした。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約２ｍのさおに約３０㎝四方の

赤色旗を掲げ、たい
．．

漁をしながら漂泊中、Ｂ船の左舷後方約２００～

３００ｍに接近するＡ船を見て衝突の危険を感じたので、タモ網を振

り、大声で叫んで注意喚起を行った。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、床に落とした携帯電話を探していて見張りを適

切に行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かなかっ

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、接近するＡ船を見て衝突の危険を感じ、タモ網

を振り、大声で叫んで注意喚起を行ったものと考えられる。 



 

原因 本事故は、船長Ａが見張りを適切に行っていなかったため、Ａ船が

漂泊中のＢ船に衝突したものと考えられる。  


